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1.はじめに

畿内とは玉城の地であり，京師周辺の一定の

範囲，テリトリーと言えるだろう。畿内の四至

というのは，その範囲を定めた四地点のことで

ある。史料における畿内の初見は， IT'日本書紀』

改新詔の第二条で， [""置ニ畿内国司郡司……」

とあり，その範囲については「凡畿内東自ニ名

墾横河ー以来。南白二紀伊兄山一以来。西自ニ

赤石櫛淵→以来。北自=近江狭々波合坂山一以

来。為=畿内国ー。J1) と規定されている。行動

科学的なとらえ方〈後述〉をするのならば，こ

の畿内は，あらゆる集団及び個体が自己の生活

空間を確保するに際し行う最も基本的な，なわ

ばり行動(terri toriali ty )とすることができるで

あろう。

畿内の四至については，従来，歴史学の分野

において，畿内制の実施時期や大化改新の存否

を議論する上の一つの手がかりとして考察され

ることが多かった。というのは，詔の条文のう

ち，この畿内についての条文が後の令文に類似

佐々木高弘

をもたないのである。この詔の条文の畿内が四

地点で表示されているのに対して，大宝令，養

老令の畿内は四国で表示されており，この違い

が大化当時の実状の反映ではないかと考えられ

るからである九

歴史学の分野においては，条文の読み方から?

中国の畿内制との比較，畿内という表現の史料

上における時代的頻度，律令制の成熟度との関

係まで，記述された断片的な史料をもとに，従

来の古代史の成果の文脈の中で，この畿内制の

復原を行っている。

本稿では，これら歴史学の成果について若干

論じたのち，本稿の方法を述べる。

II. 歴史学における研究と成果

歴史学において畿内の四至がどのように解釈

されているのかについて述べておく。

①先に述べた条文「置二畿内国司郡司……」

の読み方に問題がある。それは，条文の読み方

が3通り可能であり，したがって 3通りの解釈

ができるのである。 (1)[""畿内と国司と郡司」と

三者並列に読む。 (2)[""畿内の国司と郡司」と読

んで畿外は関係外とする。 (3)[""畿内国の司と郡

司」と読んで畿内国を一つの国と見る九読み

方に関しては(3)が大方の支持を得ている。しか

しそう読むことによって「畿内国」としづ表現

の解釈が問題になってくる。一つは，畿内国と

いう表現は国郡制が確立されていなかったため

に使われた，従ってこの条文は国郡制の確立す

る以前のものであるとし、う解釈べ もう一つは，

国郡制はすでに確立されていたが，畿内を国を

こえた一体のものとして考えていたため，この
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ような表現がとられたのでで、はなし、かとする解 の前提となつていたためで、あるとし，畿内制の

釈5)でで、ある。この問題は，次にあげる点や実施 成立を国郡制の確立した天武期で、あるとする 1同5町〉

時期の問題とも関連している。 これに対し上回は，畿内国という表現は，国郡

②四地点で、範囲を示す畿内については，曽我 制の確立していた時期に存在するはずはなく，

部が四地点表示の畿内は北誕の平城型をモデル 国郡制の確立する大宝令以前に使われた表現で

にしたものであると指摘しベ 上回や長山らも はないかとする。これらの点より，四至畿内の

支持している。しかし門脇は，日本の畿内が方 成立時期は天武朝，飛鳥浄御原令施行以前がふ

千里の方形ではない点から別のものと考える九 さわしいと考える 1九両者の四至畿内に対する

また困地点表示と国郡制との関係については とらえ方がこのように違うにもかかわらず，実

次のような見解がある。まず，闘は四至で示す 施時期について天武期という一致をみたのは，

のは国の区分が存在していないことを暗示して 長山と上回が上に述べたように，国郡制がどの

いる 8) とし，同様に上田も国郡制の確立してい 時期に確立したのかについて，それぞれくい違

なかった時期，つまり大宝令以前のものであつ っているからである。八木も天武期に畿内が成

たことを物語っているとする汽それに対し長 立したとみるが，畿内国の存在は認めていない。

山は，四地点で範聞を示せるのは，地方行政区 八木は，畿内とは行政区画としてではなく武装

画が暗黙の前提になっているのではないかと考 地域であったと考え，天武期に畿内の武装化が

え，国郡制の確立期において行われたものとす 進められていた点を指摘し，天武期を選ぶ17)。

る10)。八木は交通路上の境界点であって地域的

なひろがりを示すものではないのであるから，

畿内を構成する諸国が存在した段階でも差支え

ないとする1~これに対し門脇は，四至畿内は

地域的なひろがりを持った実態的領域であっ

た12)と考える。

以上の見解は，国郡制の確立期をどの時期に

特定するかによって，次の畿内制の実施時期の

問題とも係わってくる。

③実施時期については，大化以前に実施され

たとする説，大化 2年に詔のとおり実施された

とする説，天武期に実施されたとする 3つの説

がある。

大化以前とする説として，関は改新が出発し

新しい権力の主体がはっきりした時，その権力

を掌握した一群の中央豪族の古くからの居住地

④畿内とはどのような地域であったのかとい

う点については，①，②，③で検討した結論と

いうかたちで，単一の国18) 国をこえた一体の

もの19) まとまりのある領域叩，軍事的防衛地

域21) 官人の供給地域22)など色々な解釈がなさ

れているが，要するに，一つのまとまりのある

特別な地域という点では一致している。しかし，

この畿内の地域的特性については，これ以上，

歴史学で、はつっこんだ議論はされていなし、23)。

以上のように歴史学における四至畿内の解釈

に関しては，①詔の読み方，④畿内とはどのよ

うな地域であったのかという点については一致

を見ているが，②四地点表示，③四至畿内の実

施時期については意見が分かれている。②，③

について意見が一致する点は，四至畿内が四畿

内に先行するという点である。いずれにしても，

域が特別区域として定められた13)と考え，門脇 四地点表示の解釈と実施時期については，当然

も畿内国の範囲の実態は改新よりはるか以前に 関連性があり，長山の言うように「そもそも畿

形成されていたと考える叫。大化に実施された

とする説は，改新の詔をそのまま史実と認めて

いる。天武期とするのは長山・上田・八木らで

内の範囲を示す四つの地点がなにゆえにえらば

れたのかということも考えてみなければならな

L 、J24)のであるう。

あるが，その根拠は必ずしも一致していない。 以上のように，四至畿内について一致した見

長山は先に述べたように，四地点で畿内の範囲 解がみられないのは，古代という史料の少ない

を示すことができたのは，地方行政区画が暗黙 時代を復原せねばならないために，研究対象そ
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のものではなく，いわば間接的な史料をもって 構成される領域行動の一部分でしかない。歴史

考察を進めなければならない点，それに加えて 学が記述された断片的な史料を時聞を軸につな

周じ分野で同じ観点からの考察が議論を堂々巡 いでいくのと同様に，行動科学で明らかにされ

りさせているのではないか。例えば，四至畿内 た領域行動の文脈を軸に，記述された領域行動

の実施時期の場合，国郡制の確立期がどの時期 の一部分でしかない，四至畿内を本稿で明らか

なのかといった間接的な問題が決め手となって

おり，更にこの点をどう理解するかで，①，②，

④の解釈が変わってくる。歴史学という時間を

軸に記述された史料を断片的につないで、いく作

業においては，このような方法はやむを得ない

のかもしれなし、。そこで本稿では，歴史学のよ

うに時間に軸をとるのではなく，四至畿内を人

にしたい。

筆者はかつてこの観点から，四至畿内につい

て考察を行った29らそれは，なぜ¥点、で領域を表

示するのかという点について，領域行動に関す

る行動科学の成果に依拠しつつ考察するもので

あった。その行動科学の領域行動とは，烏以外

の動物が領域を認知する場合，全体としての領

間集団が一定の空聞を占有する地理的行動のー 域を展望できないため，場所と道のネットワー

例として捉え r畿内の四至がどのような目的

で選定されたのか」について何らかの答えを提

出することを試みる。

m.本稿の方法

クによって行う 30)というものである。この比較

行動学(ethology)の成果をヒントに，筆者は，

四至表示の畿内は，都域・郡家・駅家と主要交

通路とのネットワークによって認知されていた

のではないか，そして律令制の確立が，土地と

ここでは，筆者の依拠する方法である行動地 人民の数量的掌握とし、う面的なもの，条里制・

理学的方法について述べてみたい。

行動地理学とは， J. R. Goldの言葉をかりる

ならば， rBehaviouralismそれ自身明確な定義

や特殊なテーマを持っているのではなく，むし

ろ外観的であらゆる範囲を含む大きなアプロー

チf5)ということになる。そして研究のテーマ

はあくまでも人間であるという点を強調する。

]. R. Goldは更に行動地理学的研究の特徴とし

て，学際的な性格をあげている。心理学や行動

学はもとより，社会学・人類学・計画学・建築

学・比較行動学なとやからの成果は，研究対象に

応じて考察を進めて行く上での重要なアイディ

アとなりうると指摘する 2ぺ本稿では，行動地

条坊制とし、ぅ面的な領域認知であるのに対し，

このネットワーク認知は，それ以前のものでは

なし、かと考えた。この結論を従来の歴史学の研

究へ還元すると，例えば長山のいう「四つの地

点を持って範囲を示すことができるのは，地方

行政区画が暗黙の前提になっていればこそ」と

いう観点から「国郡制が成立していなかった大

化のはじめに，詔に示されたような畿内制がは

たしてありえたのか」という論の進めかたに異

議を提出することになる。

長山は四地点表示をもって面的な領域認知と

考えているようだが，そうではなく，ネットワ

ークによって領域を認知していたにすぎず，面

理学の動向や，詳しい理論的問題は他書27)へ譲 的な認知には至っていなかったと考えれば，地

るとして，問題となっている四至畿内を行動地 方行政区画を暗黙の前提とする必要もなく，時

理学的にアプローチする点に専念したい。 代を国郡制の確立期へ持っていく必要もない。

さて，その四至畿内を行動地理学的に人間の むしろ国郡制の確立期に面的な認知が可能にな

行動面より捉えると，行動科学の領域行動(ter-

ri toriali ty )の一部分としてみることができる。

史料における記述は，人間行動の結果の一部で

あると考えられるmならば 11日本書紀」に記

述された四至畿内も，いくつかの行動の文脈で

り，四国表示の畿内が成立したと考えた方が無

理がないのではないか。

領域行動を行動科学では territoriali ty (なわ

ばり行動〉と呼ぶが，この行動は， 防衛行動

(defensive behaviour)31)， 同じ種のライバル
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に対する領域の表示3ベそしてネットワーク認

知といった一連の文脈において形つ守くられてい

るが，長山はこの点について「四地点は，紀伊

国にかなり入りこんでいる兄山は別として，畿

る88)。四地点表示という行動は，このような行 内との接点あるいはそれにきわめて近い地点で

動と一連の文脈で、つながっている。したがって， あり，畿内の領域をしめすために畿内の外側で

先述した行動軸で、四至畿内を見ていくのならば， これに接する地点が選ばれたにすぎない。した

記述されなかった行動が，この問題を解く一つ

の手がかりとなるのではないか。そこで前稿に

おいてはネットワーク認知という点から考察し

たが，本稿では防衛行動に焦点を当て，畿内の

四至について考えてみたい。

ここで，行動科学における防衛行動について

若干紹介しておく。 territoriali ty (なわばり行

動〉において最も基本的な行動が闘争とされて

いる問。つまり，領域(terri tory)は「防衛さ

れる地域J85)と定義できるのである。そして

「動物の世界でも国際政治でも，侵入者にたい

して防衛することのできない地域は，私的なテ

リトリー，あるいは領土とみなされないJ86)の

である。以上のように行動面から考えてみると，

古代における畿内は，軍事的な緊張時期(例え

ば天武期)にかかわりなく，常に防衛されなけ

ればならない地域であったはずである。そこで

もう一度，畿内の四至の特性について論じ，そ

の特性を防衛行動の面より考えてみる。

IV. i畿内の四至」の特性

歴史学においてすでに述べられた解釈も含め

て，筆者なりに四至畿内の特徴点を若干述べて

おく。そして四至畿内の特徴点が先述した ter-

ri toriali tyの文脈中において，どのような意味

を持っているのかを探り，畿内の四至がなにゆ

えに選ばれたのかについて考察する。

まずは畿内の四至の特性で、あるが，

がって，詔の畿内，つまり天武朝の畿内は，令

制の畿内とほとんどまったく重なっていると考

えてよいであろう。」町と述べている。本稿では，

四畿内の範囲に近かったにせよ，遠かったにせ

よ，面的に領域を認知した四畿内とは範囲が違

っていたという点から，単に行政区画として線

引きしたのではなく，何らかの違う理由でこれ

らの場所が選ばれたという点を指摘しておきた

L 、。

③表示法の不統一性については先学において

指摘がなかったと思われる。南限の紀伊の兄山

と北限の近江の狭々波の合坂山が国名が先にあ

げられ，地点が表示されているのに対して，東

西の名墾，赤石は郡ないしは郷の名称である点，

また北限の近江のみ 3つの地名が並べられてい

る点，そしてこの点については統一する必要が

あるかどうかは別にして，実際に表示物として

選定されているのが，山・河川l・海岸線という

ように不統ーである点である〈表1)。

東:名墾の横河

南:紀伊の兄山

西:赤石の櫛淵

北:近江の狭々
波の合坂山

①範囲を四地点、で表示しているという点がま 防衛行動に焦点をしぼって以上の 3つの特徴

ずあげられる。この点に関しては，すでにいず 点を見てみよう。①の四地点表示は，交通路上

れの論考においても指摘されているとおりで， の防衛点と考えることができる。そう解釈する

特に後の四畿内(国で表示〉と比較されている。 と，長山の指摘する四地点表示が行政区画の役

先述したように筆者はすでに領域のネットワ一 割を果たせるのかとし、う疑問点も考える必要が

ク認知という観点から，この点について論じた。 なくなってくる。②の四畿内の範囲を超えてい

②国で表示した四畿内の範囲を超えている点 るとL、う点も，行政区画としての境界ではなし

については，従来からすでに述べられて来てい 防御地点としての境界であったと考えれば，行
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政区画が目的と考えられる四畿内の境界と差異 教士一習武蓋- 0必使ニ斉整ー。令修以外。不得ニ雑

が生じてくる点も納得できる。また，防衛領域 使ー。其有ニ関須ー守者。随レ使出酌。令レ足=

はその領域の主体の地位が確立した時，範囲が

縮小されることが指摘されており 38九律令制の

確立に伴って施行された四畿内が，四至畿内の

範囲を縮小した形で、ある点からも，防衛を第一

守fi1ii-oJ間の記事によると，国ごとに関があっ

たと思われる叫〉。

以上，史料において具体的に名のあがってい

る関以外にも，要地または国ごとに関が設置さ

の目的とする必要がなくなり，行政区画として れていた可能性について指摘した。次に，四至

の線引きが可能になった点と，逆に四至が防衛 に関連があると思われる記事にふれてみたい。

を目的として設置された可能性を示唆している。 ④「万葉集」神亀元年天武天皇紀伊行幸の際

③の表示の不統一性についても，実際に守るべ

き地点を選定した結果を反映していると考えら

れる。

このように，畿内の四至は行政区画の境界点

としてではなし防御を目的とした境界点であ

ったと解釈した方が，以上の特徴点をうまく説

明できるのではないか。次にこの仮説をより確

の歌44)の反歌の中に「吾が背子が跡ふみ求め追

ひゆかば紀伊の関守い留めなむかも」とあり，

紀伊の関の存在をうかがわせる。

⑤『古事記』の「垂仁天皇本牟智和気王」

に「すなわち曙立王，蒐上王の二王をその御子

に副へて遣はしし時，那良戸よりは岐盲過はむ。

大坂戸よりもまた肢盲遇はむ。ただ木戸ぞこそ

かなものにするために，この団地点が防御点で 披月(戸〉の吉き戸とトひて出で行かしし時…

あったのならば，おそらくは設置されていたで

あろう関塞について，史料からその存在の可能

性を検討する。

v.関塞39)の存在した可能性

史上著名な古代の関(関塞〉は愛発・不破・

鈴鹿の三関の他，竜田・大坂の関なども知られ

ている。しかし本稿の対象である四至について

ほ具体的に関として史料上に名があがってこな

い。とはいえ古代の関一般についての史料を見

てみると，著名な関以外にも，各要地に関が存

在したと思われる点や，間接的ではあるが，四

…」叫とあり，木戸が紀伊の関塞と考えられ

る46)。

⑥「令義解j] 1"関市令Jvこ「摂津の関」とあ

り，須磨の関を指すのではないかといわれてい

る4わが，場所的には摂津と播磨の境界に近く，

四至の一つであった可能性は指摘できる。

⑦『日本書紀j]，嵯峨天皇弘仁元年九月に「人

心騒動。何遺レ使鎮γ 固伊勢。近江。美濃等三

国府井故関由。J48) とあり1"合坂山」が三関の

一つに加わったといわれている的。

④，⑤，⑤，⑦は，四至に場所的に近いとこ

ろに立地する関についての史料である。これら

至に関塞が存在したのではないかと思わせる史 は，時代的に四至とは前後に若干離れてはいる

料なども見られる。それらの史料は以下に示す が，②，③のように，国ごとの要地に関が設置

とおりである。

①先に紹介した改新の詔「初修ニ京師ー。置ヱ

畿内国司郡司。関塞。斥候。防人。群馬。伝馬ー。

及造=鈴契ー。定三山河-oJ叫に，関塞の設置の

記事がみられる。しかしこれだけでは，四至に

周塞が設置されたのかどうかはわからない。

②『令義解j]1"関市令J41) によると，各要地に

閣が設けられていたと考えられる。

③『続日本紀J文武天皇慶雲元年六月丁巳。

「勅。諸国兵士。国別分為二十番ー。毎番十日。

されたのであれば，場所的に近いことから，同

じ地点であった可能性は高いと考えられる。

以上の 7点によって，先に述べた territoria-

lityの文脈から導き出した「防御点(関塞)と

しての畿内の四至」とL、う筆者の仮説が，史料

上において一応支持されたと考える。次に，具

体的に四至が関塞の立地場所としての性格を有

していたのかを論じる前に，関塞が立地するの

に必要な条件と，防衛地点がどのような構造で

あったのかについて述べておく。
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VI.関塞の立地条件と防御地点の構造

関塞の立地条件として第一にあげておかねば

ならないのは，関塞を守る軍団についてであろ

う。そしてその軍団の存在を可能にする駐屯地，

水資源が具体的な立地条件となる。また関塞は

交通の要衝を選んで設置されており，交通路の

通過場所という点も条件となるであろう。更に

侵入者の状況を知るためには，眺望のきく場所

も備えておかねばならない。

次に，具体的に関塞はどのように機能してい

たのかという点から，防御地点の構造50)を考え

てみたい。数少ない史料から次の様な点が考え

られる。 IF続日本紀」に鈴鹿の関の規模をうか

がわせる次の様な記事がある。宝亀十一年六月

「鈴鹿関西中域大鼓ー鳴j51)，天応元年三月「鈴

鹿関西中城門大鼓j52)， 天応元年五月「鈴鹿関

城門。井守屋四問。」町これらの記事を総合する

と，鈴鹿の関には城と呼ばれるものがあり，し

かも西中城・西中城門とあることから，東中城・

束中城門の存在が示唆される。また，それらの

中に四聞の守屋を配していたこともわかる。

木下良の言葉を借りるならば r関は城の形

態を整え，西城に対する東城，あるいはさらに

北・南域の存在をうかがわせ，また域内に内域・

外誠の両郭があったものと考えられる」叫ので

者。並置?配兵士ー。分番上下。j56) とあり，本部、

からの分番派遣といった状況がうかがえる。

もう一つ関塞の機能としてあげておかねばな

らないのは，眺望に伴う「蜂」の存在であろう。

『令義解j]r軍防令」に「凡有ν 賊入レ境。慮?

須放「:峰者。其賊衆多少。蜂数節級。並依=別

式ー。j57)とあり，境界部に侵入する賊の情報を

知らせるのに;峰が使われており，当然関塞にも

同様の役割が課されていたと思われる。また軍

団と同様に，この燥にも兵の分番上下が行われ

ていた問。

以上は関塞の立地条件と機能という観点から

の指摘であるが，軍団の立地条件という観点か

らも，官道や港・郡家・国府・関・蜂との関係

において論じるべきであることが，日野尚志に

よって指摘されている問。

以上をまとめると，防御地点には，関塞+駐

屯地+峰といった構造，そしてそれらの立地を

可能にする条件として，①交通路，②軍団の空

間，③水資源，④眺望のきく場所があげられる。、

次にこれら関塞の立地条件と防衛地点の構造と

が満たされる場所の性格を，四至として選定さ

れた場所が持っているのかについて，東限に位

置する名墾の横河を事例に論じていく。

VIT.名墾の横河の関塞的性格について

ある。これはあくまでも鈴鹿の関についての記 畿内の東限にあたる名墾の横河(図1)は，

事であって，四至の関塞に全く同じ形のものを 足利健亮が，横河が「現在の名張川であること

類推するわけにはし、かないであろう。しかし，

同じ古代に営まれた関ということで，この時期

の関塞をイメージする際にも，念頭に入れてお

いてよいであろう。

関塞の機能に関して述べるのであれば，規模

だけでなく，その背後のヒンターランドとの関

係からも考える必要がある。藤岡謙二郎は「こ

れら関所の背後に横たわるヒンターランドや国

府との関係に於いてこそ，これら律令時代の関

跡も論じられるべきj55)という点を強調し，大規

模な軍団を想定し，関所へは本部である軍団か

ら兵を分番派遣したのではないかと考えた。確

かに『令義解j]r軍防令」に「凡置レ E量二守国司

は，その流路がみごとに正東西であることから

も，疑問の余地はない。横大路は東西方向の大

路である。その時代は，東西方向を横と称する

時代で、あったと考えて誤りなし、j60) というよう

に，現三重県名張市の名張J[I(図 2)であった

とするのが定説となっている。この横河は，

『日本書紀』の壬申の乱の記事で大海人皇子が

東国入りに際してとった進路に出てくることで

知られている。「到二大野ー以日落也。山暗不ν

能ニ進行ー。則壊さー取首邑家簸 4 為レ燭。及二夜

半ー。到=隠郡一焚二隠騨家ー。因唱ニ邑中ー臼。

天皇入二東国-0故人夫諸参赴。然一人不二肯

来ー失。将及ニ横河ー。」聞とL、う記事で，大野
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1.名墾の横河

2.紀伊の兄山

3.赤石の櫛淵

4.近江の狭々i皮の

合坂山

ー一一ー主要官這

口 都 城

図 1 1"畿内の四至」の位置想定図

注 2)，51)， 56)などにより筆者作成

とは現在の奈良県宇陀郡大野，そこから隠郡に

到り，隠騨家を通過し，横河に至っている。図

2に見るとおり，確かに名張川を横河と考える

のが，以上の点より考えて妥当であろう。

くわけて 2通りある。一つは宇陀川右岸，もう

一つは宇陀川左岸を通るルートである。

右岸ルートを支持するのは『名張市史」で，

そこでは鹿高より渡河して矢JII-歩丈六→相楽→

この名張川が横河であったとするならば，こ 中村と通り横河へ至るルートを示し，横河での

の周辺に先に述べた関塞を立地させるだけの条 渡河点は夏見坊垣(図 3)あたりではなし、かと

件が備えられているのかを見て行かねばならな する 62)。足利もほぼこのルートを支持している

い。そこで次に，フィールドワーク・空中写真 が，横河での渡河点は瀬古口(図2のA)と考

・字名の検索等より，場所の性格を見ていく。 える問。福永正三は駅家を右岸の中村に比定し

ており附，右岸ノレートを支持していると考えら

(1) 関塞の立地条件 れる。

この時代の交通路が，名張盆地に入ってどの これに対し，左岸ノレートとみているのは藤本

コースを通ったのか，考えられるコースは大き 利治で，初瀬街道と大和高原上の上笠聞から笠
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図2 名張JlI(横河〉の周辺

間峠を越えて坂之下に下る道と，上笠聞から分

れて深野を過ぎる道が合することから，安部田

の大殿(図2のB)に駅家を比定している。

いずれにせよ，先にあげた『日本書紀」の記

日野も「軍団が郡家と同所か非常に近い位置に

所在し，官道にも近く位置していた」町と主張

し，金坂清則は律令制的な地域整備計画という

概念のもとに，軍団が国府・郡家・駅家・国分

事によると，駅家を通過した後に横河に至って 寺・国分尼寺等の諸施設，または官道との関係

おり，宇陀川のどの地点を渡河したかが違って において存在した点を論じている 68)。ここでの

いても最終的には右岸に交通路が通っていたで 軍団についても同様に考えられるのならば，郡

あろう。駅家の位置については軍団とも関連し 家や隠駅家の位置が重要になってくる。

てくるので次に述べる。 隠郡家について r名張市史』は，当時名張の

先に述べたように，軍団が駐屯するには，そ 集落があったと考えられる中村の広保〈図2の

れなりの広さの空間が必要で，左岸に比べ右岸 C)あたりに比定する問。福永も同様に中村を

の方がはるかにその条件を満たしているといえ 候補地としてあげている 70)。また「名張市史』

る。律令時代の軍団については藤岡が国府や郡 は『黒田庄誌』に鎌倉時代の東大寺文書に「名

街との関係において考察すべきであると述べ附， 張字大垣戸Jr名張一井Jr名張長屋」という地
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小字名

1.坊涯

2.広保

3.酒屋門

4.中戸

5.大垣内

6.北戸

7.大殿

8.鹿ノ里

9.番取山
人、

図3 名張周辺の小字図(名張・錦生・赤目・箕曲)

写真1 名張盆地から見た「番取山」

名があることから，鎌倉時代にも矢川・中村方

面を名張と呼んでいた証拠とする問。

以上の点より軍国が駐屯する条件を満たして

いるのは，宇陀川右岸，中村・相楽の辺りかと

思われる。

水資源に関しては，宇陀川をはじめ，この地

にはいくつかの河川が流れており，条件を満た

している。

名張盆地と宇陀川沿岸ルートの交通路の両方

面を眺望できる地点をフィールドワーク及び空

中写真の実体視による可視・不可視領域72)を求

めたところ，宇陀川が名張盆地へ入るあたりに

見晴らしのきく小山が見出せた(写真1)。小字

図(図 3) と照らしあわせると，安部回の「番

取山J (図2のD)であるとわかった。蜂に関
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図4 r名墾の横河」の関の構造想定図

する地名として九州沿岸に「番岳」問があり，

この「番取山」も蜂の存在を示唆しうる。また

「番」という表現が当時蜂を守る際に使用され

たことは， Il'令義解~ r軍防令Jに「凡峰。各配=

蜂子四人ー。若無ν 丁慮。通取二次 T-。以レ近

及レ遠。均分配ν 番。以レ次上下。Jr凡峰。置二

長二人ー。…分番上下」。聞とある点からも知られ

る。以上によって，関塞が立地できる条件をこ

の地が有している点を一応指摘できたと思う。

(2) 関塞の現地比定

関塞+駐屯地+:峰といった構造がこの地でど

のように機能していたのか。先に述べたように

軍団の駐屯地は中村の辺りと考えられるので，

この周辺で関塞を示唆するような小字名がない

か検索した。まず注目されるのは， r中戸Jr北
戸」など，戸のつく小字名である(図 3)。 と

いうのは，木戸など戸のつく地名は関跡におい

てよく見られ目 また，先にあけーた『古事記』

の記事においても，大坂戸・那良戸・木戸とい

う表現を使用しているからである。 また壇の

「大垣内」は先にあげた東大寺文書によると，

「大垣戸Jとも書き，同様にこの小字も注目さ

れる。また宇陀川の左岸ではあるが， r酒屋門」

という小字が見られる。酒量は境の転詑とも考

えられる問。しかも門とあるのは，先述した鈴

Fo 
q
，“
 



鹿関の城門を連想させる。左岸という点につい 時，本邑田辺某夢の告ありて出迎う，時に春雨

ては関津とも解釈できるし，図 4に示した旧河 頻に降り，大水漉て如何ともすることなし，然

道が当時の宇陀川で、あったならば，この小字名 るに，白鹿忽然として来り，帝を乗せ奉りて水

の示す地は右岸にあったことになる。また『名

賀郡史』によると「東大寺績要録」に守屋明神

を済す。今其地を呼で兵頭瀬と云，社の西涯に

あり，一統後，勅ありて春日の神を此に杷り鹿

が黒田庄のどこかにあった刊とされ，もしこの 高の明神と称す。」叫とあり， 11名張市史』はこ

周辺にあったとすれば，岩田孝三のし、う関跡に れをもって大海人皇子が小字「鹿ノ里」あたり

は明神が残っているとの指摘78)がここでもでき

る。

これらの点を総合すると，郡家・駅家のあっ

たと考えられる中村に軍団の駐屯地があり，相

楽の関塞に分番派遣していたのではないか。安

部回の「番取山」に燦があったとすると，宇陀

)I[から来る侵入者も，横河方面からの侵入者も

監視でき，軍団へも，当然関塞へも俸によって

知らせることができる。

このように，名墾の横河に関塞が設定されて

で渡河したのではないか，と当時の交通路の復

原案を出しているが，この突然の大水とは何を

意味するのか。雨が降り出したという点につい

ても， 11日本書紀」には，そのような記述は見

られないばかりか，付近の民家の垣根を壊して

燭の代りとしており刊，少なくとも大水の出る

ような雨が降っていたとは考えられない。この

ように考えると，この大水とは実際起った出来

事ではなく，何か他の出来事を意味しているの

ではないか。ここでの大水の役割は，大海人皇

いたとすれば，この地の場所の性格から考えて， 子の渡河阻止であり，従ってこの大水は，この

図4のような案が妥当であろう。 地の抵抗，つまり名張氏の抵抗と考えられない

だろうか。渡河した対岸は矢川というが 11錦

(3) 補説一一壬申の乱と名張について一一

最後に，関塞の存在と直接関係はないが，こ

の地の畿内の境界部としての防御点的性格を示

生村郷土資料』によると，この地名は，壬申の

乱の際この地で戦闘があり，矢が川のように流

れ打たれたことに由来するとあり 8へその真意

践する出来事について， 11日本書紀』壬申の乱 の程は断定できないが，乱後の論功行賞におい

の記事を中心に述べておきたい。 て名張氏がはずされたり 83) 名張郡司が伊賀氏

名張盆地に大海人皇子が入ってからの行動は， にとってかわられた附事実からみて，この一連

『日本書紀」の壬申の乱から知ることができる。 の出来事が地名として残り，また言い伝えられ

それによると，まず夜半になって隠の駅家を焼

いている。次に「天皇入ニ東国ー。故人夫諸参

赴。Jと村中に挙兵の趣きを知らせて人を集めよ

うとしたが，一人も参集するものはなかった。

そして横河に至ってから占いを行っている問。

この一連の行動は何を意味するのか。もしこの

地が先に述べたように，関塞が壬申の頃に存在

していなかったとしても，戦闘に際して重要な

守るべき地点であったのなら，ここで大海人皇

子の一行と名張氏の間で戦闘があったと考えて

もおかしくない。「焚=隠駅家一。」とはこのこと

ている点は，即座に作りごととして無視できな

いように思われる。

以上の，大海人皇子と名張氏との聞に戦闘が

あったので、はなし、かという見解は，憶測の域を

出ないし，またたとえ戦闘があったとしても，

これをもって即座に関塞の存在と結びつけるわ

けにはいかないが，この地が交通の要所として

の性格を持っていた点は指摘できたと思う。

市 . 結 語

畿内の範囲を示す四地点がなにゆえにえらば

を示しているのではないか。 11三国地誌』巻之 れたのか，という疑問点が本稿の出発点であっ

七十九，伊賀国名張郡，神桐の鹿高神社の項に， たわけだが，歴史学の文脈ではなく，行動科学

「相伝う，壬申の乱に，天武帝此地に到り玉う の territoriality(なわばり行動〉の文脈から，
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四至畿内の特徴をみていった。そして防衛行動 ばれなかった三関が，関塞としての性格は持つ

という観点のもとに，主に関塞に関する史料を

集め，四至とは関塞の設置を目的とした場所で

あったのではないかと考えた。そしてこの仮説

を検証するために，四至の場所の性格が関塞の

設置に適しているのかという点を，東限の名墾

の横河を事例に検討した。関塞が存在したとい

う確証は，発掘や確実な史料がない限り，得ら

れはしないが，防御点としての性格を有してい

る点は指摘できたと思う o また他の 3つの地点

についても別稿で述べる予定であるが，同様の

指摘ができる問。

歴史学の文脈ではなく行動科学の文脈におい

て考察を進めた結果を，歴史学に還元した場合，

歴史学においてどのような評価を受けるかは別

として，ただ言えるのは，天武期に実施された

のではないかと主張する長山・八木説の一部と

一致する点である。それは畿内とは武装地域で

あったとする点と，四地点が防衛目的に設置さ

れたとする点が一致する点である。しかし筆者

は実施時期について言及することは控えたい。

本稿で指摘したかったのは，領域とは防衛さ

れる地域であり，当然境界部においては防衛行

動がとられ，したがって，畿内の境界部におい

ても防衛行動がとられたのではなし、かという点

と，実際その場所の性格を見てみると，防衛に

適した地点で、あったという点である。ただ問題

が残るのは，四地点のみで畿内が防衛できるの

かという点である。筆者は， terri toriali tyの観

点より見て，畿内の各要衝には，このような関

塞がおかれていたのではなし、かと考えている。

その中，この領域を畿内として制度化する際に，

この四カ所がなぜ境界点(四至)として選定さ

れたかという点になると，更に論を進めなけれ

ばならない。先に述べた territoriali tyで，境

界の表示行動という点もあげておいたが，四至

の選定要因にこの点も加えられるのではないか。

つまり，いくつかある関塞のうち，境界表示と

しての条件(他者に認知されうる表示物として

の性格〉を持った場所がこの四至であったと考

えられるのである。この点は，境界点として選

てはいるが，他者に認知されうる表示物として

の性格は持つていない点からも指摘でで、きる 8附6町〉

よつて，本稿の最初で述べた，なにゆえに四至

が選定されたのか，という問いに対して，畿内

の四至の選定要因の一つに「防御すべき地点の

設定」という目的があったので、はなし、かという

ことを述べておきたい。

(大阪大学〉
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A DEFENSIVE CHARACTER OF ‘KIN AI -NO-SHHSHI' 

; A CASE OF ‘NABARI-NO-YOKAWA' 

Takahiro SASAKI 

Some observations are made here to explore reasons as to the locations of the 

'kinai-no叶liishi'_ The 宝inai-no-shiishi' were four points d巴signatingthe limits of the 

ancient Japanese Imperial territory in the Ritsu-ryδperiod_ 

W orking from an initial hypothesis based on the concept of “territoriality" set 

forward by the behavioural sciences， an assumption is made that the 'kinai-no-shiishi' were 

located in order to set up barriers (seki-soko) which were defensive by nature_ In order to 

verify this hypothesis historical documentation of one point なlabari-no-yokawa'was analy-

zed to see if this possibility existed_ The 'nabari-no-yokawa' was located at the eastern 

most limit of the territory (nabari city)_ 

Also the locational conditions of this area were investigated from the perspective of 

historical geography_ This involves a consideration as to the possibility that conditions 

existed to support military garrisons， situate a smoke signal syst巴m (tobuhi) and act as a 

defensive barrier_ 

As a result the locational conditions of ‘nabari -no yokawa' are shown to have all 

the characteristics required for a defensive function_ Therefore it can be said that the 

宝mal-no叶uishi'were not merely located to indicate territorial limits but also were situated 

with a definite functional purpose in mind_ 
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